
 市町村立学校に係る重大事態発生時の対応フロー  

（例） 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事態発生 

市町村立学校 

様式１ 

学校が調査主体 

 

学校いじめ防止対策の組織 
＋外部専門家（第 22条） 

市町村教育委員会 

 

教育委員会が調査主体 

 

教育委員会の附属機関 
（第 14条第 3項） 

市町村長 様式２ 

市町村教育委員会 

＝調査主体の判断＝ 

（第 28条第 1項） 

 

 

市町村長 

様式３ 

事実関係の情報提供 

（第 28条第 2項） 

 

発生報告 

第 30条第 1項 

いじめを受けた

児童生徒・保護者 調査結果の報告 

（第 30条第 1項） 

 

様式４ 

 

市町村いじめによる重大事態再調査委員会 
（第 30条第 2項） 

 再調査結果の報告 

（第 30条第 3項） 

 

市町村長が必要であると認める場合 

情報提供 

（第 28条第 2項） 

 

（第 30条第 2項） 

 

いじめを受けた

児童生徒・保護者 

※市町村長及び教育委員会は、当該調査に係る重大事

態へ の対処又は当該重大事態発生と同種の事態の

発生の防止のために必要な措置を講ずる 

（第 30条第 5項） 

 

議会 

 

調査終了 

 
必要な助言・支援 

第 28条第 3項 


